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南魚沼市アクションプラン　

1 市民参画の推進 自立した活力あふれるまちづくりには、市民と行政のパートナーシップが不可欠です。

担当課 企画政策課  市民主体のまちづくり活動を
推進するため、市内12地区の地
区協議会へ、活性化支援と拠点
支援の交付金を交付していま
す。活性化支援は、青線・赤道
の修繕や維持管理などを迅速に
行うための基礎事業と、住民相
互の連携強化に向けた地域連携
づくりを促進する提案事業を対
象としています。
 体制は定着してきましたが、
地区により実施形態や関わり方
などの事情も様々で、地域間の
温度差があります。
 今後、地域で実施することに
より事業効果の増大が見込まれ
る事業への事務権限の移譲を促
進するとともに、地域的な取組
みの格差を是正し、交付金額算
定の合理化や組織強化をより進
める必要があります。

　制度創設以来、毎年見直しを
図ってきました。
　地区の規模を反映させるため、
基本額に推進事業分(人口割)を加
算しました。
　提案・基礎の配分は目安を示す
程度とし、地区の裁量を認める形
にしました。
　基礎事業は、赤道に比べ市道重
視の傾向となったため、市と地域
コミの施工分の管理区分を明確に
しました。
　提案事業と公民館の分館事業の
融合を図り、重複部分を解消する
ために、地域コミで分館事業を実
施する際に、予算を移行し財源補
填の措置を図りました。
　平成24年度には、地域の中長期
的なビジョンの達成も可能となる
ように、基金の積み立てを可能と
する制度を創設しました。
 平成25～26年度は、基礎事業に
追加配分枠を設け、地域の要望の
積み残しや緊急に発生した事業の
解消に取組みました。

平成26年度の取組内容 H26行政改革推進委員の総合評価 平成27年度の取組内容事　務　事　業　名 現状と課題・基本方針 これまでの取り組み

取
組
方
針

取り組み完了予定：平成　年度 ● 3
取り組み開始：平成23年度

　市民へのPRも含め、着実な運営
と活動を支援します。
　更なる発展をめざし、地域内の
コミュニティを結び、コーディ
ネートできる人材として、地区セ
ンター事務長を集落支援員と位置
付けることが出来るか検討しま
す。

5 満足できる

取
組
方
針

　復興支援員の活動が平成27～29
年度の3年間延長できる見通しと
なったことから、行政、復興支援
員、地域づくり協議会（集落支援
員）の協働により地域づくりを進
めていきます。復興支援員が継続
している3年間で、その後の地域づ
くりの推進体制を整理し、地域づ
くりのメニューの充実を図りま
す。

4

1 満足できない

・制度内容を更に住民説明すべ
き。
・目的とねらいは大変すばらし
い事業である。
・パイロット事業への取組みに
より地域が活性化することを期
待する。
・市民への認知度が低い、周知
の方法を考える必要がある。
・認知度アップが課題。

取
組
結
果

　昨年に引き続き地域づくり協議
会の活動の紹介を市報で行いまし
た。今後も継続して紹介していく
予定です。
　復興支援員と協働して地域づく
りを進める体制づくりに取り組
み、今年度は地区センター事務長
を集落支援員と兼務扱いとして位
置づけました。地域コミュニティ
活性化事業の中から集落支援員の
業務と共通している事業について
特別交付税の対象としています。

コメント

１.地域コミュニティ活性化事業
の推進

2

担当課 総務課 　市内の自主防災組織の組織率
は96％となっていますが、多く
の組織では、区の役員が兼務
し、1年で交代していることか
ら、実質的に機能していない所
もあります。
 平成23年7月の豪雨災害では、
市内各所で交通手段が寸断され
たため、改めて地域内での防災
力の重要性が再認識されまし
た。今後、自主防災組織の実質
的な機能強化、緊急時の迅速な
情報伝達体制の整備、指定避難
所の見直しなど地域防災体制の
在り方を市民と行政が一体とな
り検討する必要があります。

　緊急告知ラジオを関係機関や
行政区に配布するとともに、コ
ミュニティＦＭ放送の難聴地域
の電波状況調査等を行い、中継
局を設置し難聴解消を図りまし
た。
　また、緊急情報メール配信シ
ステムを平成23年度末に構築
し、情報伝達体制の整備を進め
ました。
　行政区長会、土砂災害指定区
域指定の行政区での説明会にお
いて、自主防災組織強化の啓発
に努めました。

平成26年度の取組内容 H26行政改革推進委員の総合評価 平成27年度の取組内容事　務　事　業　名 現状と課題・基本方針 これまでの取り組み

取
組
結
果

取り組み完了予定：平成26年度 ● 3
取り組み開始：平成23年度

取
組
方
針

　市民への緊急情報メール配信シス
テムの周知・登録を促進します。各
種会議等での啓発や、県と連携した
リーダー研修会等を開催し、自主防
災組織の機能強化を図ります。
　災害対策基本法の改正に伴い、指
定避難所等の見直し、避難行動要支
援者名簿の作成を実施します。それ
に伴い、行政区及び自主防災組織等
と一緒に地域防災体制の強化を検討
します。

5 満足できる

取
組
方
針

4

1
コメント

２.地域防災体制の見直し

2

取
組
結
果

・危機管理部門として単独業務
での組織再編が必要である。
・防災体制は毎年しっかり見直
し、確認することが必要であ
る。
・緊急情報メール配信システム
は周知が図られてきている。取

組
結
果

・行政区長会を通じて、緊急情報メール配信シス
テムの周知・登録の促進に努めました。
・六日町地域の行政区長、自主防災組織の代表者
を対象に、自主防災リーダー研修会を開催しまし
た。次年度以降、残る2地域に対して研修会を行
い、県と連携し地域防災力の向上を図る取組みを
継続して行います。
・法改正に伴う指定避難所等の見直しについて
は、行政区長に対し説明会を開催しました。指定
避難所は、来年度作成するハザードマップに表示
し、各世帯に配布し周知する予定です。
・市民等への防災情報提供手段の充実（防災情報
ツイッター開設、ヤフー㈱での災害情報発信）
・地域防災体制の見直しは引き続き取り組みます
が、アクションプランとしては今年度で終了しま
す。

満足できない

H26年度完了 

   予定 

事業は継続しますが、
アクションプランでの
検討は完了とします。 

H26年度完了 

   予定 

事業は継続しますが、
アクションプランでの
検討は完了とします。 

H26年度完了 

事業は継続しますが、
アクションプランでの
検討は完了とします。 
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担当課 企画政策課  効率的な行政運営の実現のた
めには事務事業の点検や見直し
が不可欠です。具体的な手法と
して、当該事業の必要性・有効
性・整合性・緊急性等について
検討する事務事業検討シートを
導入し、主に新規事業や継続事
業について検討してきました。
現在は恒常的業務については、
作成してくる例が少ない状況で
す。
 今後は、制度の定着のため、
恒常的業務も含めて検討を行う
とともに、検討シートの様式を
見直し提案しやすいしくみづく
りと機能化を図る必要がありま
す。

　平成23年度の事務事業検討
シートの作成状況は23件で、全
体の3割弱であり、問題点及び
改善点等の洗い出しが十分にで
きませんでした。
　平成24年度は、提案時の様式
を簡略化し、提案しやすい環境
づくりに努めるとともに、係・
班内会議の実施の呼びかけを行
いました。
　平成25年度は、主要事業検討
会議の中で検討部会を立ち上
げ、重点項目について検討し方
向性を決定しました。

平成26年度の取組内容

2
事務事業の改善
と推進

社会情勢の変化や市民の多様なニーズに合った効果的な事務事業であるかを常に検証し、改善に努めます。

事　務　事　業　名 現状と課題・基本方針 これまでの取り組み

取
組
方
針

　総合計画の実施計画のローリン
グ調査にあわせての重点協議事項
の検討、事務事業検討シートの取
組、職員提言の募集は引き続き取
り組んでいきます。
　新たな試みとして、職員対象に
行政改革について、意識的に考え
る機会を検討します。

3

H26行政改革推進委員の総合評価 平成27年度の取り組み内容

　総合計画実施計画のローリング
調査にあわせての重点協議事項の
検討、職員提言の募集は引き続き
取り組んでいきます。
　事務事業検討シートの取組につ
いては、取組み件数が減少してい
る為、時期等の見直しを行ないま
す。
　併せて、昨年に引き続き、職員
対象に行政改革について、意識的
に考える機会を検討します。

1
コメント

３.事務事業見直し体制の確立
と機能化

2
取り組み完了予定：平成　年度 ●

取り組み開始：平成23年度

満足できない

・主要事務事業の検討項目を拡
大する必要がある。
・職員から積極的に提案があが
るような取り組みの工夫と検討
が必要である。
・提案件数の増加に向け効果的
な取り組みを期待する。
・提案件数が少ないことは問題
である。

取
組
結
果

5

取
組
結
果

満足できない

これまでの取り組み

4

満足できる

取
組
方
針

４.市内バス交通の再編の検討

平成26年度の取組内容 H26行政改革推進委員の総合評価 平成27年度の取り組み内容事　務　事　業　名 現状と課題・基本方針

①総合計画の実施計画策定にあわせ
重点協議事項をピックアップし、ヒ
アリングを実施。
②職員全員による事務事業検討シー
トの作成と係班内会議を実施。
　係内会議実施状況：16件
　検討シート作成状況：18件
③自己申告書の提言。
④主要事業検討会議の中の検討部会
で、2つの重点項目について検討開
始。
・本庁舎総合窓口検討
・組織再編と職員配置検討
　

取
組
結
果

取
組
方
針

　市内の医療機関再編にあわせて、平成
27年度から見直した体制での市民バス運
行を開始するため、料金有料化の準備、
運行事業者の選定、運行経路・ダイヤの
検証を行います。また、個別の地域につ
いてのデマンド方式導入の検討、交通弱
者への割引制度も検討します。
　今後、新たな運行体制については、十
分な説明を行い、理解と周知を図りま
す。
　協議会では見直し運行実施後も引き続
き点検、評価、改善を重ね、財政的な負
担を抑えて持続可能なバス交通の構築を
目指します。

コメント

5 満足できる

取
組
方
針

●

3
2

担当課 都市計画課  自家用車の普及や人口減少に
より公共交通の維持が困難とな
る中、市は単独費で市民バスを
運行し公共交通の空白地帯の解
消に努めています。
　しかし財政的な負担増や地域
で統一されていない運行体制、
有料化の検討など様々な課題を
抱えています。
　今後、移動手段を持たない高
齢者の増加が確実となる中、市
のバス施策をどうするべきか、
保育園バス、スクールバス、病
院バスも含めて基幹病院の開院
による医療機関再編にあわせ
て、バス交通の再編が必要と
なっています。

　庁内検討会を開催し、問題点の
洗い出しを行いました。
　平成23年度には、地域公共交通
協議会を立ち上げ、国土交通省の
補助事業である地域公共交通確保
維持改善事業を実施するための関
係要綱等を整備しました。
　平成24年度は、公共交通協議会
の調査事業として、地域交通の実
態調査、ニーズ把握のアンケート
調査、デマンドタクシーの短期実
証調査を行い、課題を整理し、問
題解決に向けての方針を定めた生
活交通ネットワーク計画を策定し
ました。
 平成25年度は、総合連携計画を
作成し「自家用車がなくても安心
して生活できる持続可能な環境づ
くり」を基本方針に定めました。
この方針を元にして具体的な事業
を進めています。

取り組み完了予定：平成27年度

　4月から事業者の路線運行による見
直した体制で、市内13コースの市民
バス運行を行います。一部のコース
では予約による運行を予定し、経費
の節減に努めます。
　10月からは有料の運行を行い、小
学生、障がい者については運賃の割
引を行います。
　一人でも多くの市民から利用して
もらえるように、バスマップ・パン
フレットを作成し利用促進を図りま
す。

取り組み開始：平成23年度 4

1

取
組
結
果

　平成27年度からの見直した体制での市
民バス運行に向けて、運行事業者の選定
を行いました。事業者と具体的な運行経
路・時刻、バス停の検討を行っていま
す。事業者は運行車両の準備、路線運行
の免許申請の準備を行っています。
　一人でも多くの市民から利用していた
だけるように情報提供の方法を検討し、
周知を図ることにしています。

・市民の意識を変えるような、
イメージ戦略も大事である。
・本格運行後の調査をお願いし
たい。
・新しいバスの運行経路の周知
徹底が必要である。
・バスマップは、観光客が集ま
る場所にも設置した方がよい。

3 / 9 ページ
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2
事務事業の改善
と推進

社会情勢の変化や市民の多様なニーズに合った効果的な事務事業であるかを常に検証し、改善に努めます。

事　務　事　業　名 現状と課題・基本方針 これまでの取り組み

　2市1町作業部会とコンサルタン
トで検討を行いました。
・広域化のメリット、デメリット
を検証し広域化で行うことを確認
した。
・基本構想の検討を行いました。

取
組
結
果

担当課 廃棄物対策課  近年、人口減少やごみの減量
化に伴いごみの処理量は減少傾
向にありますが、ごみ処理には
莫大な経費がかかっています。
 現施設の寿命は20年程度と言
われていますので、早い段階か
ら事前の対策会議を設置し、専
門的知識の習得と学習を計画的
に行い、ごみの広域的処理も含
めて、将来的なあり方を議論す
る必要があります。

　施設建設メーカー、コンサル
タント、市職員で延命方針対策
協議会を立ち上げ、4回協議を
行い、“可燃ごみ処理施設延命
化計画書”を策定しました。
　協議の結果、施設建設後9年
～11年をピークに、電気機器部
品の交換に多額の費用がかかる
予測が立ちました。機器の耐用
年数や交換時期等を精査するこ
とで施設の延命化と費用の低減
化を図ることとしました。
 策定した延命化計画書では、
施設の使用期間を20年(平成35
年)としました。これを受け次
期ごみ処理施設の広域化等につ
いて関係市町と協議し、当市に
おいては、魚沼市、湯沢町との
広域化で進めることに決定しま
した。

取り組み開始：平成23年度

取り組み完了予定：平成　　年度

５.ごみ処理施設の将来的なあ
り方についての検討

平成26年度の取組内容 H26行政改革推進委員の総合評価 平成27年度の取り組み内容

満足できない

・用地選定や地元協議は慎重
に。
・2市1町が連携し価値ある施設
にしてもらいたい。
・割り箸、使用済みオイルの回
収も検討が必要である。
・ごみ処理の際に発生する熱資
源の有効活用に期待する。
・よい印象が持てるネーミング
の検討をすべき。

3
取
組
方
針

　2市1町で準備係を設置し、準備
を進めます。
・検討委員会の設置
・地域計画の策定
・施設整備計画の策定
・候補地選定方法を検討

取
組
方
針

　コンサルタントへの委託によ
り、次のような基礎調査を２市１
町で行います。
・広域化のメリット、デメリット
・施設規模決定の為将来の需要推
計
・廃棄物減量化、バイオマス等の
施設との併設の可能性

5 満足できる

4

取
組
結
果

2

●

コメント

1

平成27年度の取り組み内容

担当課 情報管理室  パソコンをはじめとする情報
通信機器の導入や情報のネット
ワーク化の進展により、ほとん
どの行政事務がシステム化さ
れ、市民の利便性の向上と業務
改善・効率化が図られました。
一方、電算管理にかかる費用は
高額となっていて、とくにシス
テムの更新等には、十分な研究
を行い、庁内全体を調整しなが
ら、すすめていく必要がありま
す。
 また、新たにマイナンバーへ
の対応、証明書のコンビニ交
付、さらに他の自治体でも始め
ている総合窓口化およびそのア
ウトソーシングなどにあわせた
システムの研究も必要となって
います。

　次期システムの更新に合わ
せ、システム選考委員会を立ち
上げました。
　また、証明書等の交付方法の
検討については、庁内検討のほ
かに先進地への視察や企業のデ
モ視察を行いました。
　平成25年度は、予備提案によ
り１次選考を終了しました。

平成26年度の取組内容 H26行政改革推進委員の総合評価事　務　事　業　名 現状と課題・基本方針 これまでの取り組み

取
組
方
針

　平成27年度のシステム更新に向
け、各システムの選考を行いま
す。
　今回のシステム変更は、番号制
度対応、証明書のコンビニ対応等
の課題も多く、より慎重なスケ
ジュールと計画が必要となりま
す。

5 満足できる

4
3
2
1 満足できない

取り組み完了予定：平成26年度 ●

取り組み開始：平成24年度

取
組
方
針

６.電算管理システムの検討
取
組
結
果

　システム選考委員会による調達仕
様を決定し、予定通りのシステム選
定を終了しました。
　調達経費に関しては、事前経費調
査をもとに同等以下に設定し期待ど
おりの結果を得ています。
　システム運用形式はクラウド形
式、自庁設置方式で自由に提案を求
めましたが、いずれも自庁設置式の
提案となっています。
 アクションプランとしての取組は平
成26年度で完了いたしますが、平成
28年1月稼働に合わせ、効率的に作業
を進めるため、導入業者と担当課間
の調整作業と、進行管理を行いま
す。

・マイナンバー制度については市
民へわかりやすい説明が必要であ
る。
・システム更新に伴う調達経費に
関しては高額ながら十分な検討が
なされている。
・利用者の視点では有効性が実感
できない。本当の便利とは何か。
・住民サービスの向上も検討すべ
き。
・行政事務のシステム化による事
務改善や効率化に伴い、置き去り
になる市民がいないように配慮が
必要である。

取
組
結
果

コメント

H26年度完了 

   予定 

アクションプランでの
検討は完了とします。 

H26年度完了 

   予定 

アクションプランでの
検討は完了とします。 

H26年度完了   

アクションプランでの
検討は完了とします。 

H26年度完了   

アクションプランでの
検討は完了とします。 



南魚沼市アクションプラン

3
組織改革・
人材育成の推進

効率的、効果的な組織機構を編成するとともに、さまざまな行政課題に対応できる企画・実行力を持った職員を育成します。

平成26年度の取組内容事　務　事　業　名 現状と課題・基本方針 これまでの取り組み

担当課 総務課

H26行政改革推進委員の総合評価 平成27年度の取り組み内容

取り組み開始：平成23年度 4

満足できる

取
組
方
針

　地方公務員法の改正で、職員の
任用は人事評価やその他の能力の
実証に基づき行うこととし、今ま
で以上に能力及び実績に基づく人
事管理の徹底が求められることに
なります。
　平成28年度のからの本格実施に
向け、評価制度の検証を行い、今
まで以上に客観性・透明性を高め
るものとしていていきます。

取
組
方
針

　本格実施から4年が経過し、面談に
より組織のコミュニケーションが深
まったこと、「所属方針設定シー
ト」で組織の目指す方針が明確に
なった点などの効果も出ています。
　今後は、評価結果について、次年
度の所属長への引継ぎを行い所属長
が職員の能力開発や人材育成に向け
て有効活用できるよう具体的な方策
を示していきたいと考えます。

5

3

コメント

７.人事考課制度の検証

2
取り組み完了予定：平成　年度 ●

　2年の試行を経て平成22年度
から本格実施し、4年が経過し
ました。単なる個人の評価に向
かうことなく、評価結果を能力
開発や人材育成に活用し、この
制度の目的である、市民サービ
スの向上につながる組織全体の
レベルアップにつなげていきた
いと考え取組んできました。
　当初は、個々の行動計画の目
標設定の方法や評価の公正公平
性に対する不満がありました
が、庁内検討部会に諮り改善を
行うことで、徐々に解消してき
ました。
　今後は、制度の熟度をさらに
高めることと、評価結果を多方
面に活かしていくことが課題で
す。

　公正公平な評価が実施される
よう、新たに評価者になった者
を対象に評価者研修を実施して
います。また、新採用職員には
評価制度を周知徹底するための
研修を実施しています。
　庁内検討部会を設置し、制度
の運用方法等について検討して
見直しを行っています。その中
で、平成24年度から「所属方針
設定シート」を策定し、組織の
方針を明確にし、行動計画の目
標設定につなげています。
　平成25年度、現業職の評価基
準をわかりやすくするため、評
価者の変更や評価項目の見直し
を行ないました。

平成26年度の取組内容

取
組
結
果

事　務　事　業　名 現状と課題・基本方針 これまでの取り組み

・面談の中で業務に対する提言
がでてくるとよい。
・やる気の向上に効果のある仕
組みを期待する。
・評価表を使って話し合う場を
作ることが大事である。
・市民に対して説明するには内
容が難しい。本委員会でもわか
りやすい説明資料をつけるなど
工夫すること。

取
組
結
果

　所属員への評価結果を通知する
際に過去の評価結果についても記
載しました。職員は今までの推移
をみて、自分の伸びた点や傾向を
再確認することができ、自己の能
力アップの研修受講等の参考にす
ることができます。所属長は面談
の際に適切な指導助言を行う参考
として活用し、人材育成のツール
としていきます。

H26行政改革推進委員の総合評価 平成27年度の取り組み内容

1 満足できない

取り組み開始：平成23年度 4
満足できる

取
組
方
針

　職場内研修・自己研修制度につ
いては、昨年度と同様に進めます
が、職員間の要望を取り入れなが
ら実施し、研修内容等の充実を図
ります。若手職員の政策課題研修
は、政策立案のウェイトを増やす
とともに、参加が特定の職員に偏
らないよう手法や意識づけを拡散
していきたいと考えます。

担当課 企画政策課 　約970名の職員の意識が変わ
れば、市政を大きく変えていく
力になると考えています。研修
内容の充実はもとより、積極的
に研修に参加できる職場環境の
整備や改善を図るとともに、適
切な処遇を行うことが、モチ
ベーションを上げていくことに
繋がると考えています。
　また、担当業務が細分化さ
れ、専門性が求められていく一
方市全体の流れが職員間で共有
しにくい状況となっています。

　職員間の情報を共有するため
の各課主催の職場内研修を実施
しました。実施数の増加、参加
者の増加に努めました。
　自治研修所や市町村総合事務
組合主催の研修について引き続
き実施しました。

取
組
方
針

 職場内研修は、実施する課の増だけでな
く、研修内容等の充実を図ります。自己研
修制度については、昨年度と同様に進めま
す。若手職員の政策課題研修は、参画や研
修に留まらず、政策立案のウェイトを増や
して、そこでの手法を通常の事務にフィー
ドバックさせる仕組みの確立を図りたいと
考えます。

８.職員の意識改革向上への
対策

2
取り組み完了予定：平成　年度 ●

5

3

　職場内研修を9回開催し、職員間の情報
共有化とともに、講師となった職員のスキ
ルアップが図られました。実施する課は増
えませんでしたが、今年度は実地研修を行
い、業務内容を直接知る機会を作りまし
た。
　自己啓発研修参加者は5人で、昨年同数
でした。
　人口減少問題プロジェクトチームは、昨
年に引き続き若手職員のワーキンググルー
プとして活動しました。自主的な検討会の
回数がさらに増え、施策提案の内容も昨年
に比べ論理的にまとめることができたと思
います。
　主要事業検討会議の検討部会でも、ＫＪ
法やホワイトボード会議を実施するなどし
て、会議方法の改善を実施しました。
　米沢市の鷹山塾には2人参加者を派遣
し、研修交流の拡大に努めました。

コメント

・外部交流による意識改革が必
要ではないか。
・研修制度への参加者が少な
い。参加を増やす取り組みを。
・個人の意識に任せていたら進
まない。組織として体制を作る
ことが必要である。
・取り組みの内容は評価でき
る。
・女性職員の考えを反映する体
制づくりのため女性管理職の登
用と人材育成が必要である。

取
組
結
果

1 満足できない

取
組
結
果

5 / 9 ページ
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H26行政改革推進委員の総合評価 平成27年度の取り組み内容事　務　事　業　名 現状と課題・基本方針 これまでの取り組み 平成26年度の取組内容

取
組
結
果

　主要事業検討部会に組織再編・
職員配置の検討部会を設置しまし
た。
　全課長に対しヒアリングを行
い、現在の業務や組織全体的にみ
た機構改革についての意見を聞き
ました。それをもとに現状、課題
を抽出し、重要度と緊急度の視点
から、どこに主眼を置いて変更を
行うかを検討しました。

取
組
結
果

９．組織再編と職員配置の検
討について

2
1

コメント

・将来的なまちづくりを基本に置
いて検討を。
・スピード感をもって進めていく
ことで勢いと活気が出て、意識改
革につながる。
・人口減少をくい止める為にも子
育て支援の充実に期待する。
・仕事は増え、職員は減ってい
る。定員管理の在り方の見直しが
必要ではないか。
・寄せてみる、ばらしてみるだけ
では解決にならない。
・若者が住みたいと思うまちにす
る点から再編を考えていった方が
良い。

南魚沼市アクションプラン

3
組織改革・
人材育成の推進

効率的、効果的な組織機構を編成するとともに、さまざまな行政課題に対応できる企画・実行力を持った職員を育成します。

取り組み開始：平成26年度 4
取り組み完了予定：平成27年度 ● 3

　主要事業検討会議の検討部会の議
題にあげ、関連課はもとより、庁内で
広く意見聴取を行いながら、現在、業
務の支障になっている項目の洗い出
しを行い、具体的な解決方法を検討
します。

5 満足できる

取
組
方
針

　どこに焦点をあてて再編するか
を決定し、27年度の遅くならない
段階で具体的な組織再編案を作成
したいと思います。
　総合窓口検討部会との情報共有
と課題のすりあわせを行いなが
ら、庁舎・スペース等、物理的に
再編や配置が可能かも合わせて検
討します。
　また、今後の定員管理のあり方
について検討、提案します。

満足できない

担当課 企画政策課 　少子高齢化、人口減少がすすみ
空家の増加、嫁不足、後継者不
足、学校・保育園の統廃合など目
に見える状況となり、身近な問題
として捉え危機感を持つ人が増え
てきています。ここ数年、新たな
行政課題として認識していました
が、十分な対策はなされていない
状況です。
　それらへ柔軟に対応していくた
めに、市役所の業務の役割分担を
整理し、適正な職員配置を行い、
市民が求める行政サービスを実現
する必要があります。
　職員の定員管理計画も踏まえな
がら、組織の再編をすすめ、第2
次南魚沼市総合計画の開始年度と
なる平成28年度を目標に検討を行
います。
●今後のスケジュール
Ｈ26年度　業務分担の整理
　　　　　　　定員管理の在り方の検討
Ｈ27年度　組織再編案作成
Ｈ28年度　新体制スタート

　主要事業検討部会に組織再
編・職員配置の検討部会を設置
しました。
　全課長に対しヒアリングを行
い、現在の業務や組織全体的に
みた機構改革についての意見を
聞きました。それをもとに現
状、課題を抽出し、どこに主眼
を置いて変更を行うかを検討し
ました。

取
組
方
針



平成26年度の取組内容 H26行政改革推進委員の総合評価 平成27年度の取組内容

南魚沼市アクションプラン

4 民間活用の推進 民間事業者が実施することが適当な事務・事業や業務について検討します。

事　務　事　業　名 現状と課題・基本方針 これまでの取り組み

担当課 総務課 　市では、平成18年４月から教
育文化施設や旧広域連合の施設
などを中心に、現在64施設につ
いて指定管理制度を活用してい
ます。
　制度導入から、5年が経過し
た中で、公共サービスの質の向
上と行政コストの節減について
を十分検証し、今後も民間事業
者が実施することが、より効果
的な場合は順次進めて行きま
す。

　指定管理者制度におけるモニ
タリング・評価に関する指針を
策定し、現在指定管理者制度を
適用している施設のうち、公募
によるものを中心に23施設を選
定し、管理運営の状況を把握す
るためのモニタリングを実施し
調査結果の検証を進めました。

取り組み開始：平成23年度

取り組み完了予定：平成　年度

10.新たな指定管理委託への
検討（名称変更）
　　指定管理者制度の効率的
な運用

2

● 3

満足できない

取
組
結
果

・評価後の結果が、非常に時間
がかかっている。
・コスト削減のみに重点を置く
のではなく、市民サービスの向
上の為の評価とすべき。
・評価基準の有効な見直しと検
証に努める必要がある。
・モニタリングの結果を有効に
活用できるようにお願いする。
・図書館が直営になったことへ
の評価を行い、今後の検討材料
とすべき。

コメント

　14施設に対しモニタリング・評価
制度の試行を継続し、これから行う
下半期分と併せ実施事業の検証を行
います。
　取組みの中で、評価やその後の検
証が十分機能していないことから、
神奈川大学大竹教授を招き、モニタ
リング講座を実施しました。
　現状でのモニタリングの手法は、
目的や評価基準が明確でなく、また
モニタリング結果をどのように活用
するか具体策な目的が必要であると
の指摘を受けました。

　指定管理施設に対し、市から提
言・助言を行いながら、個々の施設
の実情に応じた実施方法の検討を行
います。
・必要に応じた顧客アンケート
・外部評価も加えた総合的な評価
・次期のモニタリングにおいての課
題改善等の検証
 施設を所管する担当課のスキルアッ
プのために、専門家による研修会やア
ドバイスを受ける機会を検討しま
す。

取
組
方
針

取
組
結
果

1

H26行政改革推進委員の総合評価 平成27年度の取組内容

取
組
方
針

　現状でのモニタリングの手法
は、目的や評価基準が明確でな
く、またモニタリング結果をどの
ように活用するか具体策な目的が
必要であることから、新しい手法
についての検討を行います。

5 満足できる

4

担当課 学校教育課(関係課) 　市では運転業務、給食セン
ター業務、学校校務員業務、保
育園調理業務などの現業職員の
新規採用を行わず、減員分は臨
時職員で対応しています。将来
の職員数を推計すると平成28年
頃までは給食センター業務を臨
時職員対応で補うことが可能で
あると予測しています。
　しかし、それ以降では人員不
足となり、運転員、校務員、保
育所及び自校給食員も含めた全
体の中で、今後の業務体制を検
討しなければなりません。
　その1つの方策として、給食
センター業務の民間委託につい
て、単に経費面だけではなく、
安全安心の確保を十分検証しな
がら、検討する必要がありま
す。

　県内20市の給食業務の民間委
託状況や近隣自治体の委託内容
の資料収集を行いました。
　現業職員数の将来予測と民間
委託を想定した配置計画の作成
しました。
　給食にかかる民間委託が可能
な業務の把握と課題検討を行い
ました。
　直営と民間委託の費用比較の
検討を行いました。

平成26年度の取組内容事　務　事　業　名 現状と課題・基本方針 これまでの取り組み

取り組み開始：平成23年度

・適正なコストを、市民サービスの
向上と合せて検討する必要がある。
・給食を食べる児童生徒の満足感が
損なわれないように配慮すべき。
・もっと情報を集め整理し、望まし
い民間委託の方向を示す必要があ
る。
・調理員と児童の交流について積極
的に取り組み、学校給食や食文化、
食生活に興味が持てる場を作るべ
き。
・外部委託のデメリットを減らす工
夫を期待する。
・コストの削減だけでは市民サービ
スの向上には繋がらない。

取
組
結
果

取
組
方
針

　学校給食は、行政の責任のもと安
心・安全なサービスを提供をする必
要があるとともに、食教育を通じて
児童・生徒の健全育成を目指す重要
な役割を担っていることから、慎重
な対応が必要となります。
　こうした部分を十分に考慮しなが
ら、民間の技術力やコスト意識を活
用した効果的・効率的な運営方法を
引き続き検討して行きます。

11.現業部門の外部委託の検
討

2
取り組み完了予定：平成　年度 ●

4
満足できる

取
組
方
針

　学校給食は、食教育を通じて児
童・生徒の健全育成を目指す学校教
育において重要な役割を担ってお
り、行政の責任のもと安心・安全に
提供する必要があります。
　このため、委託は調理部門のみと
し、管理者及び栄養士は現状を継続
する方向ですが、民間の持つ高度で
新しい知識の導入など民間委託によ
るメリット・デメリットを更に調査
し、早期の委託に向けた検討を行な
います。

5

3

取
組
結
果

保育所調理員、学校給食調理員、学
校校務員全体での見直しを行いまし
た。この結果、当初平成29年度より
一箇所の民間委託を予定していまし
たが、学校給食調理員の最低数19名
の確保は平成30年度まで可能となり
ました。委託に当たっては民間委託
により向上することが重要です。人
員だけでなく、メリット・デメリッ
ト、運営コストなどを総合的に判断
するため、詳細な調査を継続して行
きます。

1 満足できない

コメント
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南魚沼市アクションプラン

4 民間活用の推進 民間事業者が実施することが適当な事務・事業や業務について検討します。

H26行政改革推進委員の総合評価 平成27年度の取組内容

担当課 保健課  市の保健施策の柱である健診
事業は、医療機関及び健診機関
への委託等により実施していま
すが、次のような課題がありま
す。
①バリアフリーやプライバシー
に配慮した受診環境の整備が急
務
②健診機関・会場の違いによる
格差がある
③コストの削減が必要

　また、これと併せて近年の精
神疾患等の対応の増加もあり、
保健師業務が複雑かつ多様化し
ている中、健診企画・調整及び
会場設営等の業務も重なり、保
健師の負担が過重となってしま
い十分な活動が出来ない状況と
なっています。
　これらのことから、健診業務
と保健師業務について、全体的
に見直す必要があります。

 受診環境の改善のため、一部
会場のワンフロア―化を図りま
した。
　また、全会場で胃がん検診を
基礎健診と同日に実施したこと
により、日数の圧縮と利便性の
向上を図りました。
　健診事業の全部委託による保
健師業務の軽減と保健業務の充
実に向けた体制確保について、
コストや保健事業の目的達成度
の点を含めて検討を行いまし
た。
　平成25年度は、魚沼地域胃集
団検診協議会を平成28年度に解
散し、胃がん検診・大腸がん検
診について民間委託に移行する
方向性を出しました。

平成26年度の取組内容事　務　事　業　名 現状と課題・基本方針 これまでの取り組み

満足できる

取
組
方
針

5

3

取
組
結
果

　会場の設営準備の省力化及び受診
環境の改善のため、平成27年度から
六日町地域の健診会場を市民会館に
統合し、魚沼地域胃集団検診協議会
解散後のがん検診は民間機関へ委託
することに決定しました。
 大和地域は運営含め健友館へ、他の
2地域は保健師が行うべき計測・問診
業務も含めて民間健診機関へ委託し
ました。保健師の負担軽減を図るべ
く健診体制の改善を進めましたが、
これ以上委託を見込めないことか
ら、アクションプランでの取り組み
を終了とします。

コメント

12．健診業務委託の検討

2
取り組み完了予定：平成27年度 ●

　保健師の負担軽減を図るべく改善
を進め、平成27年度に全健診を民間
委託とするための調整及び体制整備
を市立医療機関再編の動向を見なが
ら行うとともに、魚沼地域胃集団検
診協議会解散後のがん検診実施のた
めの調整を進めます。
　さらに、全健診の運営を民間委託
とするための協議・調整を行いま
す。

取り組み開始：平成23年度 4

H26行政改革推進委員の総合評価 平成27年度の取組内容

担当課 水道課 　市では、民間で行うことがで
きる業務は、民間へという考え
で進めていますが、現在、水道
課で行っている上下水道料金の
徴収、開閉栓及び窓口受付等
は、他の自治体でも民間委託化
の流れとなっています。
 業務委託をすることにより、
休日の営業や平日の時間延長な
どによる市民サービスの向上
と、収納率の向上を図ります。

　業務委託に向けて、情報収集
及び業務内容の検討を行いまし
た。
　委託をする場合の事務所の位
置やそれに伴う企業部の事務所
をどうするか、また料金システ
ムの選考等の検討を行いまし
た。

取
組
結
果

事　務　事　業　名 現状と課題・基本方針 これまでの取り組み 平成26年度の取組内容

・全ての健診を同一機関に委託
することが効率的である。
・保健指導の充実をお願いした
い。
・難しい問題であるが、今後も
引き続き内部での検討が必要で
ある。

取
組
方
針 1 満足できない

取り組み開始：平成25年度 4
5 満足できる

取
組
方
針

　平成27年8月より業務委託が開始
できるよう、また移行後も間違い
なく業務が行われるように引継等
をしっかりと行います。

1 満足できない

取
組
方
針

　平成26年度中に業者選定（契
約）を行い、平成27年4月より業務
委託をする方向で進めます。

取
組
結
果

　公募型プロポーザルにより受託
事業者が決定し2月中に契約予定で
す。平成27年8月より業務委託が開
始できるよう、打合せ等を行って
います。
　なお、水道料金システムも一緒
に委託としたため、業務委託の開
始時期が、当初予定の平成27年4月
から平成27年8月に変更となりまし
た。

取
組
結
果

コメント

・毎年モニタリングし、想定し
た効果が出たか確認を行う必要
がある。
・委託先での滞納整理業務に不
安がある。
・民間委託による経費削減は期
待できる。

13.上下水道料金徴収等業務
委託の検討

2
取り組み完了予定：平成27年度 ● 3

H26年度完了 

アクションプランでの
検討は完了とします。 

H26年度完了 

アクションプランでの
検討は完了とします。 



南魚沼市アクションプラン

5 財政の健全化
人口減少に伴い、市の財政規模は確実に縮小せざるを得ません。極めて厳しい経済状況の下、将来に向かって持続できる財政基盤を確立するため、経費の節
減、市民の負担の適正化、歳入の確保に努めます。

事　務　事　業　名 現状と課題・基本方針 これまでの取り組み 平成26年度の取組内容 H26行政改革推進委員の総合評価 平成27年度の取組内容

担当課 企画政策課 　既存の公共施設の老朽化がす
すみ、将来的に施設の改築や改
修が見込まれています。
改築や修繕に多大な経費が必要
となり、財政を圧迫することと
なります。
　また、少子高齢化や人口減少
などから、将来的に利用状況の
変化が見込まれることから、機
能の統合や配置変更により、効
率的な施設の更新が必要となっ
ています。
　そのため、複合化や適正規模
の検討し、既存の施設の更新整
備計画の策定を進める必要があ
ります。

　基礎データ作成のため、各部
局で管理する公共施設の取りま
とめを行い施設台帳を整備して
います。

1 満足できない

コメント

14.公共施設の更新整備計画
の策定

2

取り組み開始：平成25年度 4
取り組み完了予定：平成　　年度

5 満足できる

取
組
方
針

取
組
方
針

　引き続き施設台帳の整備を進め
ます。現在は建築年や施設面積、
構造、建築価格を整理しています
が、これらに加え改修履歴や維持
管理費用も含め今後調査する予定
です。その後は各施設の耐用年数
を基に更新費用の概算を求めま
す。また、緊急性が求められる施
設については個別に検討を進めま
す。

●

H26行政改革推進委員の総合評価 平成27年度の取組内容

担当課 学校教育課 　現在7ヶ所、計33室の教職員住
宅があり、入居率は概ね85%程度
となっています。平成2年～平成8
年に建設され、古いもので築後24
年を経過しており、小規模な修繕
が多くなってきています。
　今後、老朽化に伴い大規模な修
繕も見込まれ、多大な経費がかか
ることが想定されます。
　現在では、民間で住宅の確保が
十分できると考えられることか
ら、教職員住宅の段階的な廃止に
ついて検討していきます。
　また、教職員住宅は大きな市で
は設置されていない所が多いが、
豪雪地では教員を集めるために割
安の教職員住宅を設置していま
す。特に、若い教員はできるだけ
安い住宅を希望する方もいると思
われることから、配慮しながら検
討する必要があります。
　なお、六日町地域の教職員住宅
は、平成19年度より廃止し、市営
住宅に移行しています。

取
組
結
果

事　務　事　業　名 現状と課題・基本方針 これまでの取り組み 平成26年度の取組内容

・早目にまとめて検討を進める
必要がある。
・「年齢に関わらず居られる場
所」の検討を統廃合の際には視
野に入れる必要がある。

取
組
結
果

　4月に総務省より「公共施設総合
管理計画」の策定についての指針
が示され、その後、県において説
明会が行われました。今後はこの
指針に基づいて計画を策定するこ
とになります。現在、各施設の大
規模改修や耐震設計等の調査を
行っていますので、これに基づい
て、総務省の更新費用計算ソフト
に施設情報を入力し、将来の更新
費用等を算定します。

　公共施設総合管理計画は平成28
年度までに策定することが要請さ
れており、策定に係る費用は特別
交付税に算入されることとなって
います。平成27年度中に公共施設
の総量（施設規模や将来の費用）
を市民に示し、ご意見をいただき
ながら計画策定を進めます。

3

15.教職員住宅の段階的廃止

2
取り組み完了予定：平成　　年度 3
取り組み開始：平成27年度 4

5 満足できる

取
組
方
針

・他市の状況調査
・住宅入居者の意向調査
・住宅老朽化の進捗状況調査

取
組
結
果

取
組
結
果

コメント

1 満足できない

取
組
方
針
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